
本明川流域減災対策協議会では、平成２８年度から５年間の減災のための目標や具体的な取組内容を定めた
「本明川の減災に係る取組方針」を策定し、令和2年度までに概ねの取組を完了したところです。

第６回協議会では、引き続き令和3年度から5ヵ年で避難・水防対策の取組方針を策定し、実施していくこ
とを確認すると共に、その取組を流域治水プロジェクトに位置付けることを確認しました。

・日 時 ： 令和３年２月１４日（火）
・会 場 ： Web方式
・出席者 ： 諫早市、長崎県、長崎地方気象台、

長崎河川国道事務所

「令和３年度 第６回 本明川流域減災対策協議会」 開催

１．概要 ２．議事内容

①今後の減災対策協議会及び新たな取組方針について
②本明川の減災に関わる取組方針（案）について
③規約の改正について

Web会議風景

３．主な意見

・長崎県河川砂防防災情報システム（NAKSS）のス
マートフォン用の閲覧画面を構築中であり、取組への
追加をお願いしたい。
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